
一
頁 

 ○
総
務
省
令
第 

 
 

号 

 

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
通
信
事
業
報
告

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
元
年 

 

月 
 

日 

総
務
大
臣 

石
田 

真
敏 

 
 

電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ

部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
又
は
破
線

で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
（
二
重

下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す

る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 



二 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
（
利
用
者
保
護
に
関
す
る
報
告
） 

（
利
用
者
保
護
に
関
す
る
報
告
） 

第
四
条
の
六 

［
略
］ 

第
四
条
の
六 

［
同
上
］ 

２ 

電
気
通
信
事
業
法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
（
別
表
種
類
ご
と
に

毎
四
半
期
末
に
お
け
る
契
約
（
説
明
義
務
対
象
外
契
約
を
除
く
。
）
の
数
が
一
万
以
上
で
あ
る
電
気
通
信
役
務

に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
様
式
第
二
十
三
の
十
に
よ
り
、
毎
四
半
期
経
過
後
二
月
以
内

に
、
当
該
別
表
種
類
に
係
る
当
該
毎
四
半
期
末
の
書
面
解
除
（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二

の
三
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
書
面
解
除
を
い
う
。
）
に
関
す
る
契
約
状
況
等
及
び
確
認
措
置
契
約
（
同
令

第
二
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
確
認
措
置
契
約
を
い
う
。
）
に
関
す
る
契
約
状
況
等
に
つ

い
て
、
書
面
等
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

電
気
通
信
事
業
法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
（
別
表
種
類
ご
と
に

毎
四
半
期
末
に
お
け
る
契
約
（
説
明
義
務
対
象
外
契
約
を
除
く
。
）
の
数
が
一
万
以
上
で
あ
る
電
気
通
信
役
務

に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
様
式
第
二
十
三
の
十
に
よ
り
、
毎
四
半
期
経
過
後
二
月
以
内

に
、
当
該
別
表
種
類
に
係
る
当
該
毎
四
半
期
末
の
書
面
解
除
（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二

の
三
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
書
面
解
除
を
い
う
。
）
に
関
す
る
契
約
状
況
等
及
び
確
認
措
置
契
約
（
同

令
第
二
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
確
認
措
置
契
約
を
い
う
。
）
に
関
す
る
契
約
状
況
等
に

つ
い
て
、
書
面
等
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

電
気
通
信
事
業
法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通

信
事
業
者
（
別
表
種
類
ご
と
に
毎
報
告
年
度
末
に
お
け
る
契
約
（
説
明
義
務
対
象
外
契
約
を
除
く
。
）
の
数
が

一
万
以
上
で
あ
る
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
つ
て
、
当
該
報
告
年
度
末
に
お
い
て
媒
介
等
業
務
受
託
者
に
当
該
電

気
通
信
役
務
に
係
る
媒
介
等
業
務
及
び
こ
れ
に
付
随
す
る
業
務
の
委
託
を
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
様

式
第
二
十
三
の
十
一
に
よ
り
、
毎
報
告
年
度
経
過
後
二
月
以
内
に
、
当
該
別
表
種
類
に
係
る
当
該
毎
報
告
年
度

末
の
当
該
電
気
通
信
役
務
の
媒
介
等
業
務
受
託
者
の
名
称
等
に
つ
い
て
、
書
面
等
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

電
気
通
信
事
業
法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通

信
事
業
者
（
別
表
種
類
ご
と
に
半
期
（
四
月
か
ら
九
月
ま
で
及
び
十
月
か
ら
三
月
ま
で
の
各
期
間
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
末
ご
と
に
お
け
る
契
約
（
説
明
義
務
対
象
外
契
約
を
除
く
。
）
の
数
が
一
万
以

上
で
あ
る
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
つ
て
、
当
該
半
期
末
に
お
い
て
媒
介
等
業
務
受
託
者
に
当
該
電
気
通
信
役
務

に
係
る
媒
介
等
業
務
及
び
こ
れ
に
付
随
す
る
業
務
の
委
託
を
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
様
式
第
二
十
三

の
十
一
に
よ
り
、
毎
半
期
経
過
後
二
月
以
内
に
、
当
該
別
表
種
類
に
係
る
当
該
毎
半
期
末
の
当
該
電
気
通
信
役

務
の
媒
介
等
業
務
受
託
者
の
名
称
等
に
つ
い
て
、
書
面
等
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
条
の
七 

電
気
通
信
事
業
法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
の
契
約
の

締
結
の
媒
介
等
の
業
務
を
行
う
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
は
、
様
式
第
二
十
三
の
十
二
に
よ
り
、
毎
報
告
年
度

経
過
後
二
月
以
内
に
、
当
該
毎
報
告
年
度
末
に
お
け
る
営
業
所
そ
の
他
の
事
業
所
（
利
用
者
に
対
し
て
対
面
に

よ
り
当
該
媒
介
等
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
所
在
地
等
及
び
再
委
託
先
の
媒
介
等
業
務
受
託
者
の
名
称
等
に

つ
い
て
、
書
面
等
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
新
設
］ 

（
集
計
結
果
の
公
表
） 

（
集
計
結
果
の
公
表
） 

第
十
一
条 

総
務
大
臣
は
、
第
二
条
、
第
四
条
の
六
第
二
項
及
び
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
面
等
に

記
載
又
は
記
録
さ
れ
た
事
項
を
集
計
し
、
定
期
的
に
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
一
条 

総
務
大
臣
は
、
第
二
条
、
第
四
条
の
六
第
二
項
及
び
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
面
等
に

記
載
又
は
記
録
さ
れ
た
事
項
並
び
に
第
四
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
面
等
に
記
載
又
は
記

録
さ
れ
た
整
理
番
号
の
数
の
総
数
を
集
計
し
、
定
期
的
に
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

附 

則 

［
１ 

略
］ 

［
１ 

同
上
］ 

２ 

当
分
の
間
、
電
気
通
信
事
業
者
又
は
届
出
媒
介
等
業
務
受
託
者
で
特
別
の
事
情
が
あ
る
も
の
は
、
総
務
大
臣

の
承
認
を
受
け
て
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

当
分
の
間
、
電
気
通
信
事
業
者
で
特
別
の
事
情
が
あ
る
も
の
は
、
総
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
、
こ
の
省
令

の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

別
表 

電
気
通
信
役
務
の
種
類
（
第
四
条
の
六
関
係
）  
別
表 

電
気
通
信
役
務
の
種
類
（
第
四
条
の
六
関
係
）  

一 

仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
以
外
の
携
帯
電
話
端
末
サ
ー
ビ
ス
の
役
務
（
そ
の
提
供
に
先
立
つ
て
対
価

の
全
部
を
受
領
す
る
も
の
を
除
く
。
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
） 

一 
仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
以
外
の
携
帯
電
話
端
末
サ
ー
ビ
ス
の
役
務
（
そ
の
提
供
に
先
立
つ
て
対
価

の
全
部
を
受
領
す
る
も
の
を
除
く
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
） 

二 

仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
以
外
の
無
線
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
専
用
サ
ー
ビ
ス
の
役
務 

二 

仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
以
外
の
無
線
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
専
用
サ
ー
ビ
ス
の
役
務 

三 

仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
携
帯
電
話
端
末
サ
ー
ビ
ス
の
役
務 

［
新
設
］ 

四
～
六 

［
略
］ 

 

三
～
五 

［
同
上
］ 



三 

七 

第
五
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
又
は
前
号
に
掲
げ
る
電
気

通
信
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
備
考
第
七
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス 

六 

第
四
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
又
は
前
号
に
掲
げ
る
電
気

通
信
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
備
考
第
七
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス 

八 

第
十
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
の
役
務
で
あ
つ
て
、
そ
の
利
用
者
が
そ
の
契
約
を
解
除
す
る
場
合
に
お
い

て
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
解
除
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の 

七 

第
九
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
の
役
務
で
あ
つ
て
、
そ
の
利
用
者
が
そ
の
契
約
を
解
除
す
る
場
合
に
お
い
て

当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
解
除
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の 

九
～
十
四 

［
略
］ 

八
～
十
三 

［
同
上
］ 

十
五 

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
役
務
で
あ
つ
て
、
そ
の
提
供
に
先
立
つ
て
対
価
の
全
部
を
受
領
す

る
も
の 

十
四 

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
役
務
で
あ
つ
て
、
そ
の
提
供
に
先
立
つ
て
対
価
の
全
部
を
受
領
す

る
も
の 

十
六 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
役
務
以
外
の
仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー

ビ
ス
の
役
務 

十
五 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
号
に
掲
げ
る
役
務
以
外
の
仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
役
務 

十
七 

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
七
号
及
び
第
八
号
並
び
に
第
十
一
号
、
第
十
五
号
及
び
前
号
に
掲
げ
る

役
務
以
外
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
の
役
務 

十
六 

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
六
号
及
び
第
七
号
並
び
に
第
十
号
、
第
十
四
号
及
び
前
号
に
掲
げ
る
役

務
以
外
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
の
役
務 

備
考 

こ
の
表
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

備
考 

［
同
上
］ 

［
一 

略
］ 

［
一 

同
上
］ 

二 

無
線
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
専
用
サ
ー
ビ
ス 

前
号
に
掲
げ
る
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
無
線
端
末
系
伝
送

路
設
備
を
用
い
て
、
又
は
一
端
が
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
と
接
続
さ
れ
る
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の

二
十
八
若
し
く
は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
で
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
を
用
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
へ
の
接
続
点
ま
で
の
間
の
通
信
を
媒
介
す
る
役
務
及
び
当
該
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
無
線
端
末
系
伝

送
路
設
備
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
の
役
務
で
あ
つ
て
、
当
該
無
線
端
末
系

伝
送
路
設
備
の
一
端
に
接
続
さ
れ
る
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
（
次
号
に
お
い
て
「
無
線
利
用
者
設
備
」
と

い
う
。
）
に
よ
つ
て
音
声
伝
送
役
務
（
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
四
号
に
掲
げ
る
音
声
伝
送
携
帯
電
話
番

号
を
使
用
し
て
提
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
音
声
伝
送
携
帯
電
話
番
号
の
指
定
を
受
け
て
提
供
さ
れ

る
も
の
又
は
当
該
指
定
を
受
け
た
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り

提
供
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
提
供
を
受
け
な
い
も
の 

二 

無
線
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
専
用
サ
ー
ビ
ス 

前
号
に
掲
げ
る
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
無
線
端
末
系
伝
送

路
設
備
を
用
い
て
、
又
は
一
端
が
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
と
接
続
さ
れ
る
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の

二
十
八
若
し
く
は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
で
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
を
用
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
へ
の
接
続
点
ま
で
の
間
の
通
信
を
媒
介
す
る
役
務
及
び
当
該
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
無
線
端
末
系
伝

送
路
設
備
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
の
役
務
で
あ
つ
て
、
当
該
無
線
端
末
系

伝
送
路
設
備
の
一
端
に
接
続
さ
れ
る
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
（
次
号
に
お
い
て
「
無
線
利
用
者
設
備
」
と

い
う
。
）
に
よ
つ
て
音
声
伝
送
役
務
（
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
四
号
に
掲
げ
る
音
声
伝
送
携
帯
電
話
番

号
を
使
用
し
て
提
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通
信
番
号
の
指
定
を
受
け
て
提
供
さ
れ
る
も
の
又

は
当
該
指
定
を
受
け
た
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
提
供
さ
れ

る
も
の
に
限
る
。
）
の
提
供
を
受
け
な
い
も
の 

［
三
～
十
一 

略
］ 

［
三
～
十
一 

同
上
］ 

様
式

第
23の

９
（
第

４
条
の
６
第
１
項
関
係
）
 

提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
の
名
称
等

に
関

す
る

報
告
 

年
 月

 日
現

在
 

 
［

略
］
 

 ［
注

１
～
３
 

略
］
 

４
 

記
載
す

る
サ
ー
ビ
ス
の
名
称
の
数
に
応
じ
、
適
宜
項
を

追
加
す

る
こ
と

。
 

［
５

・
６
 

略
］
 

 

様
式

第
23の

９
（
第

４
条
の
６
第
１
項
関
係
）
 

提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
の
名
称
等
に
関
す
る
報
告
 

年
 月

 日
現
在
 

 
［

同
左
］
 

 ［
注

１
～
３
 

同
左

］
 

４
 
記

載
す

る
サ
ー

ビ
ス
の
名
称
の
数
に
応
じ
、
項
を
適
宜
増
減
す
る
こ
と
。
 

［
５

・
６
 

同
左
］
 

 

  

  



四 

様
式

第
23の

11（
第

４
条
の
６
第
３
項
関
係
）
 

媒
介
等
業
務
受
託
者
の
名
称

等
に
関

す
る

報
告
 

年
３

月
31日

現
在

 

 
［

略
］
 

整
理

番
号
 

媒
介

等
業

務
受

託
者

の
名
称
 

届
出

媒
介

等
業

務
受

託
者

の
届

出
番
号
 

媒
介

等
業

務
受

託
者

の
法

人
番

号
 

媒
介

等
業

務
受

託
者

の
連

絡
先
 

媒
介

等
業

務
受

託
者

の
階

層
 

利
用

者
と

接
す

る
業

務
の

有
無
 

 
 

 
 

 
 

 

参
考

事
項
 

 
 

 
 

 
 

［
注

１
 
略

］
 

２
 

「
媒

介
等

業
務
受

託
者

の
名
称

」
の

欄
は

、
媒
介

等
業

務
受

託
者

が
法

人
又

は
団

体
で

あ
る

場
合

に
あ

つ
て

は
、

当
該

法
人

名
又
は

当
該

団
体
名

を
記

載
す
る
こ

と
。

媒
介

等
業

務
受

託
者

が
個

人
で

あ
る

場
合

に
あ

つ
て
は
、
当
該
個

人
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

３
 

「
届

出
媒

介
等
業

務
受

託
者
の

届
出

番
号

」
の
欄

に
は

、
媒

介
等

業
務

受
託

者
が

法
第

73
条

の
２

第
１

項
の

届
出

を
要

す
る

も
の
で

あ
る

場
合
に

あ
つ

て
は
、

当
該

媒
介

等
業

務
受

託
者

の
届

出
番

号
（

電
気

通

信
事

業
法
施
行
規
則
第
39条

第
２
項
に
規
定
す
る
届
出
番
号

を
い
う

。
）
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

４
～

11 
［

略
］
 

様
式

第
23の

11（
第

４
条
の
６
第
３
項
関
係
）
 

媒
介
等
業
務
受
託
者
の
名
称
等
に
関
す
る
報
告
 

年
 
 
月
 
 
日
現
在
 

 
［

略
］
 

整
理

番
号
 

媒
介

等
業

務

受
託

者
の

名

称
 

媒
介

等
業

務

受
託

者
の

法

人
番
号
 

媒
介

等
業

務

受
託

者
の

連

絡
先
 

媒
介

等
業

務

受
託

者
の

階

層
 

利
用

者
と

接

す
る

業
務

の

有
無
 

 
 

 
 

 
 

参
考

事
項
 

 
 

 
 

 

［
注

１
 
同

左
］
 

２
 

「
媒

介
等

業
務

受
託

者
の

名
称

」
の

欄
は

、
媒

介
等

業
務

受
託

者
が

法
人

又
は

団
体

で
あ

る
場

合
に

あ

つ
て

は
、
当

該
法
人

名
又
は

当
該
団
体
名
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

 

［
新

設
］
 

  

３
～

10 
［

同
左
］
 

様
式

第
23の

12（
第

４
条
の
７
関
係

）
 

第
１

表
 

営
業
所
そ
の
他
の
事
業
所
の
所
在
地

等
に

関
す

る
報

告
 

年
３

月
31日

現
在
 

事
業

者
名
 

法
人

番
号
 

届
出

番
号
（

電
気
通

信

事
業

法
施

行
規

則
第

3

9条
第

２
項

に
規

定
す

る
届

出
番

号
を

い

う
。

以
下

同
じ

。
）
 

電
話

番
号
 

電
子

メ
ー
ル

ア
ド
レ

ス
 

整
理

番
号
 

営
業

所
そ

の
他

の
事

業
所

の
所

在

地
 

営
業

所
そ

の
他

の
事

業
所

の
名

称
 

［
新

設
］
 



五 

 
 

 

参
考
事
項
 

 

注
１

 
営

業
所
そ
の
他
の
事
務
所
の
う
ち
、
利
用
者
に
対
し

て
対
面

に
よ

り
電
気

通
信

事
業

法
第

26条
第

１
項

第
１

号
又

は
第

２
号

に
掲

げ
る

電
気

通
信

役
務

の
契

約
の

締
結

の
媒

介
等

を
行

う
も

の
を

記
載

す
る

こ

と
。
 

２
 

「
営

業
所

そ
の

他
の

事
業

所
の

所
在

地
」

の
欄

に
は

、
営

業
所

そ
の

他
の

事
務

所
の

所
在

す
る

都
道

府
県

名
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
名
、
地
番
、

建
物

名
等
に

つ
い
て

記
載

す
る

こ
と

。
 

３
 

記
載
す
る
営
業
所
そ
の
他
の
事
業
所
の
名
称
に
応
じ
、

適
宜
項

を
追
加

す
る

こ
と

。
。
 

４
 

利
用

者
利

益
の

保
護

の
た

め
に

取
り

組
ん

で
い

る
事

項
が
あ

る
場

合
に

は
、

「
参

考
事

項
」

の
項

に

そ
の

旨
を

記
載

す
る

こ
と

。
な

お
、

当
該

取
組

に
つ

い
て

、
営

業
所
そ

の
他

の
事

業
所

ご
と

に
区

分
し

て
記

載
す
る
こ
と
等
に
よ
り
欄
内
に
記
載
し
き
れ
な

い
場
合

に
は
別

紙
と
す

る
こ

と
。
 

５
 

そ
の

他
注

記
す

べ
き

事
情

が
あ

る
場

合
に

は
、

「
参

考
事

項
」

の
項

に
そ

の
内

容
を

記
載

す
る

こ

と
。
 

６
 

用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る

こ
と
。
 

第
２

表
 

再
委
託
先
の
媒
介
等
業
務
受
託
者
の

名
称

等
に

関
す

る
報
告
 

年
３

月
31日

現
在
 

サ
ー

ビ
ス
の

別
表
種

類
 

事
業

者
名
 

法
人

番
号
 

届
出

番
号
 

電
話

番
号
 

電
子

メ
ー
ル

ア
ド
レ

ス
 

再
委

託
に

係

る
電

気
通

信

役
務
 

再
委

託
先

の

媒
介

等
業

務

受
託

者
の

名

称
 

再
委

託
に

係

る
電

気
通

信

事
業

者
の

名

称
 

再
委

託
先

の

媒
介

等
業

務

受
託

者
の

法

人
番

号
 

再
委

託
先

の

媒
介

等
業

務

受
託

者
の

連

絡
先
 

再
委

託
先

の

媒
介

等
業

務

受
託

者
の

届

出
番

号
 

 
 

 
 

 
 

参
考

事
項
 

 
 

 
 

 

注
１

 
再

委
託
を
行
つ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
「
再
委
託
に

係
る
電

気
通

信
役
務

」
の

欄
に

「
×

」
を

記
入

す

る
こ

と
。
 

２
「

再
委

託
に

係
る

電
気

通
信

役
務

」
の

欄
に

は
、

電
気

通
信

事
業

法
第

26
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
告

示
す

る
同

法
第

26
条

第
１

項
各

号
の

電
気

通
信

役
務

の
区

分
に

従
い
記

載
す

る
こ

と
。

二
以

上
の

再
委

託
に

係
る

電
気

通
信

役
務

が
同

一
の

電
気

通
信

役
務

の
区

分
で

あ
る

場
合

で
あ

つ
て

、
こ

れ
ら

の
電

気

通
信

役
務

の
再

委
託

先
の

媒
介

等
業

務
受

託
者

又
は

再
委

託
に

係
る

電
気

通
信

事
業

者
が

異
な

る
場

合

は
、

項
を
分
け
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

３
 

再
委

託
先

の
媒

介
等

業
務

受
託

者
は

、
こ

の
報

告
を

提
出

す
る

届
出

媒
介

等
業

務
受

託
者

と
直

接
の

 



六 

委
託

契
約

を
締

結
す

る
媒

介
等

業
務

受
託

者
を

記
載

す
る

こ
と

と
し

、
再

委
託
先

の
媒

介
等

業
務

受
託

者
が

更
に

委
託

し
た

場
合

の
当

該
委

託
先

で
あ

る
媒

介
等

業
務

受
託

者
に

つ
い

て
は

記
載

し
な

い
こ

と
。
 

４
 

「
再

委
託

先
の

媒
介

等
業

務
受

託
者

の
名

称
」

の
欄

に
は

、
媒

介
等

業
務

受
託

者
が

法
人

又
は

団
体

で
あ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
法
人
名
又
は
当
該

団
体
名

を
記
載

す
る
こ

と
。

 

５
 

「
再

委
託

に
係

る
電

気
通

信
事

業
者

の
名

称
」

の
欄

に
は

、
再

委
託

先
の

媒
介

等
業

務
受

託
者

に
対

す
る

委
託

契
約

の
対

象
と

な
る

電
気

通
信

役
務

を
提

供
す

る
電

気
通

信
事

業
者

の
名

称
を

記
載

す
る

こ

と
。
 

６
 

「
再

委
託

先
の

媒
介

等
業

務
受

託
者

の
法

人
番

号
」

の
欄

に
は

、
行

政
手

続
に

お
け

る
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

15
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

記
載

す

る
こ

と
。
た
だ
し
、
当
該
法
人
番
号
が
な
い
場
合
に

あ
つ
て

は
、
住

所
を
記

載
す

る
こ

と
。
 

７
 

「
再

委
託

先
の

媒
介

等
業

務
受

託
者

の
連

絡
先

」
の

欄
に

は
、

電
話

番
号

（
公

的
機

関
か

ら
の

連
絡

を
受

け
る

こ
と

に
支

障
を

生
じ

な
い

と
こ

の
報

告
を

提
出

す
る

届
出
媒

介
等

業
務

受
託

者
が

認
め

る
場

合
に

は
、
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
そ
の
他
の
連
絡
先

）
を
記

載
す
る

こ
と
。

。
 

８
 

「
再

委
託

先
の

媒
介

等
業

務
受

託
者

の
届

出
番

号
」

の
欄

に
は

、
電

気
通

信
事

業
法

施
行

規
則

第
39

条
第

２
項
に
規
定
す
る
届
出
番
号
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

９
 

記
載

す
る

再
委

託
に

係
る

電
気

通
信

役
務

及
び

媒
介

等
業

務
受

託
者

の
名

称
の

数
に

応
じ

、
適

宜
項

を
追

加
す
る
こ
と
。
 

1
0 

注
記
す
べ
き
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
「
参
考
事
項
」

の
項
に

そ
の
内

容
を

記
載

す
る

こ
と
。
 

1
1 

用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と

す
る

こ
と
。
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 

 
 



七 

附 

則 
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
五
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
し 

、
報
告
期
限
が
令
和
二
年
六
月
一
日
以
降
で
あ
る
報
告
か
ら
適
用
す
る
。 

 


